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令和８年３月３１日(火)  

災害時の対応について 

＜特別警報または警戒宣言が発令された場合＞ 

 ・学校は休校とし，登校しない。 

 ・登下校中のときは、安全に下校する。 

 （電車やバスを使っているときは、駅員やバスドライバーの指示に従い行動する。） 

 ・学校に登校したときは、先生の指示を待つ。 

＜大規模地震が発生した場合＞ 

 ・学校はしばらく休校。再開は「あんしんメール」を通して別に指示。 

 ・地震の被害にあったときは、以下の方法で学校に被災状況を連絡する。 

１．【インターネットが使える場合】→スマートフォンから 

「あなたの健康（からだ・こころ）／安否情報」に状況を入力 

日付、氏名を入力後、「状態・状況など」の欄に〈①状態（無事・軽傷・重症など）、 

②滞在場所、③伝えたいこと〉を入力する。休校期間においても入力する。 

      ２．【インターネットが使えない場合】→災害用伝言ダイヤルを利用 

災害用伝言ダイヤル 伝言の録音方法 

 

  自宅の電話番号 

１７１◆１◆×××× ×× ××××◆録音 

  ↓ ↓              ↓ 

  音声ガイダンス          音声ガイダンス 

 

再生する場合は １７１◆２◆自宅の電話番号 

 

＜暴風警報が出たとき＞ 

１ 以下の規定（３～６）について、登校する以前に、名古屋地方気象台から東三河北部または東三河南部に「暴風警報」

が発表されている場合は、全ての生徒を対象とする。                     

２ 東三河北部または東三河南部に暴風警報が発表されておらず、自宅のある地域では発表されていた場合、自宅地域の

発表状況に合わせて対応する。 

３ 電車利用者は、午前６時の時点で暴風警報が出ている場合は自宅待機とする。 

４ その他の生徒は、午前７時の時点で暴風警報が出ている場合は自宅待機とする。 

５ 午前１１時の時点になっても暴風警報が継続されていた場合は、その日は出校せず、家庭で学習する。ただし、午前

１１時までに暴風警報が解除された場合は、午後の授業のみ行う。（６に該当する生徒は除く） 

６ 午前１１時までに暴風警報が解除されても交通途絶や交通時間帯の関係で出校できない生徒については、学校へ連

絡をし、自宅で学習することとする（出席停止扱い）。ただし、学校への連絡が無い場合は、欠席とする。 

 

地震については、緊急地震速報 

（震度６弱以上）が特別警報に 

あたる 

資料５

４ 



 

＜南海トラフ地震臨時情報が発令された場合＞ 

 

※「南海トラフ地震臨時情報」には、「調査中」と、「巨大地震注意」、「巨大地震警戒」および「調査終了」

があります。 

 

（１） 原則として、平常通り授業を行います。 

    なお、行事（校外活動）の中止や延期、部活動を行わないなどの対応をする場合があります。ま

た、交通状況や自治体等の勧告により、臨時休校とする場合もありますので、作手校舎からの連絡

に注意して下さい。 

 

（２） 関連する情報に注意してください。また、自宅の防災対策や避難場所などの確認をしておいてく

ださい。 

 


